
建設工事
設計等
委託

△
直近の総合評定値通知書が未提出
の場合のみ

△

△
資格要件及び営業に関し法令に基
く登録、免許又は許可等

○ ○ ○ 留萌市役所
留萌市より課税されている法人又
は個人に限る（直近３ヵ月以内）

○ ○ ○ 税務署 直近３ヶ月以内

独自様式
（第９号様式）

○ ○ ○
留萌市内に事業所（本店）を有す
る事業者

注）　中間年審査は、留萌市内に事業所（本店）を有する場合は手続きが必要です。

　　　「○」の欄は提出が必要です。　「△」の欄は該当する場合のみ提出が必要になります。

消費税及び地方消費税の納税証明書
（その３又はその３の３）

同意書
【市に納入すべき納入金(市税外使用料等)の調査を認める。】

登録情報の写し（測量業者登録通知書等）（写し）
  【変更がある場合のみ】

登録、免許又は許可等の証明書等（写し）
  【変更がある場合のみ】

留萌市税の納税証明

総合評定値通知書
　【直近の通知書が未提出の場合のみ】

　　　　　　申請書類一覧（中間年審査用）　※市内に事業所（本店）を有する場合

提出書類等名 様式区分
建設工事等

船舶
証明書等
発行元

備　　考


